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「
大
和
国
の
総
社
」と
伝
わ
る

国
府
神
社
（
高
取
町
）

莢莢

莢莢

国
府
神
社
の
本
殿
‖
高
取
町
で

蓀蓀蓀蓀蓀蓀蓀蓀

（
住
所
）
高
取
町
下
土
佐
４
０
２

（
祭
神
）
応
神
天
皇
（
主
神
）
、
天
児
屋
根

命
、
言
代
主
神

（
交
通
）
近
鉄
壺
阪
山
駅
か
ら
徒
歩
約

分

（
拝
観
）
境
内
自
由

（
駐
車
場
）
高
取
町
観
光
第
１
駐
車
場
を
利

用
（
無
料
）

（
電
話
）
な
し

国
府
神
社
（
高
取
町
）
の

由
緒
は
不
詳
で
す
が
、
説
明

板
に
｢
大
和
国
の
総
社
」
だ

っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

総
社
と
は
特
定
地
域
の
神
社

の
祭
神
を
集
め
て
祭
っ
た

社

古
代
の
国
司
(
現
在
の
知

事
）
は
管
内
の
神
社
を
巡
回

す
る
の
が
務
め
で
し
た
が
、

省
力
化
で
平
安
時
代
後
期
、

国
司
が
政
務
を
執
る
国
府
の

近
く
に
総
社
を
設
け
る
こ
と

が
広
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

総
社
と
す
る
理
由
は
、
旧

高
市
郡
役
所
発
行
の
「
高
市

郡
志
料
」
が
①
国
府
跡
と
国

府
神
社
は
共
に
高
取
町
下
土

佐
ナ
マ
コ
山
に
あ
る
②
か
つ

て
拝
殿
に
掲
げ
ら
れ
、
数
百

年
前
に
作
ら
れ
た
扁
額
に

「
国
府
宮
」
の
文
字
が
あ
っ

た
③
役
所
の
名
称
か
ら
転
じ

た
と
思
わ
れ
る「
松
笠
」（
役

所
の
馬
司
が
な
ま
っ
た
可

能
性
）
や
「
ミ
ヤ
マ
」
（
貴

人
の
馬
小
屋
の
御
厩
）
な
ど

の
地
名
が
あ
っ
た
｜
｜
と
記

す
の
が
根
拠
で
す
。
平
城
京

朱
雀
大
路
か
ら
南
に
延
び
る

官
道
「
下
ツ
道
」
沿
い
の
立

地
も
総
社
に
ふ
さ
わ
し
い
。

た
だ
、
大
和
国
の
国
府
の

所
在
地
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

る
う
え
、
高
市
郡
志
料
も
国

府
は
平
城
遷
都
で
現
在
の
大

和
郡
山
市
今
国
府
町
付
近

に
移
っ
た
と
記
し
ま
す
。

国
府
神
社
は
明
治
期
、「
八

幡
神
社
」
で
内
務
省
に
登
録

さ
れ
ま
し
た
が
、
氏
子
の
運

動
で
現
名
称
に
戻
り
ま
し

た

氏
子
は
昔

例
祭
の
日
に

国
府
の
文
字
が
入
っ
た
高
張

提
灯
を
軒
に
つ
る
し
た
と

い
い
、
本
神
社
は
地
域
の
暮

ら
し
に
溶
け
込
ん
で
い
ま

す
(
奈
良
ま
ほ
ろ
ば
ソ
ム
リ

エ
の
会
会
員

吉
田
英
弘
）


